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(57)【要約】
【課題】カバンタイプの包装用箱において、開封動作に
伴って確実に開口部が形成される構成を提供する。
【解決手段】包装用箱１０の前壁１１は、その上端近傍
領域において、破断線２３で区画された破取可能な開封
片２０を備えるとともに、開閉フラップ３０は、その内
面において開封片２０に接着されている。破断線２３の
下端部２３ａは、前壁を覆う開閉フラップ３０の下端部
３０ａよりも下方位置にまで延在して、「破断線の下端
部２３ａ」と「開閉フラップの下端部３０ａ」で囲まれ
た押破り領域２５が外部から視認可能に前壁１１上に露
出する。消費者は、押破り領域２５を親指で押し破ると
ともに、開封片２０および開閉フラップ３０の両方を一
体に摘んで開封する。このため、開封動作を行ったとき
に、内容物の取出用開口が間違いなく形成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する前壁（１１）と後壁（１２）を含み、後壁（１２）の上端縁に連設された開閉
フラップ（３０）が前壁（１０）を上端側から部分的に覆うように延在してなる包装用箱
であって、
　前壁（１１）は、その上端近傍領域において、破断線（２３）で区画された破取可能な
開封片（２０）を備えるとともに、開閉フラップ（３０）は、その内面において開封片（
２０）に接着され、
　開封片（２０）を区画する破断線の下端部（２３ａ）は、前壁を覆う開閉フラップの下
端部（３０ａ）よりも下方位置にまで延在して、破断線の下端部（２３ａ）と開閉フラッ
プの下端部（３０ａ）で囲まれた押破り領域（２５）が外部から視認可能に前壁（１１）
上に露出し、
　押破り領域（２５）を指で押し破るとともに、開封片（２０）および開閉フラップ（３
０）を一体に摘んで開封するよう構成したことを特徴とする、包装用箱。
【請求項２】
　上記前壁を覆う開閉フラップの下端部（３０ａ）は、上方へ向かって凹む湾曲凹状に構
成されていることを特徴とする、請求項１記載の包装用箱。
【請求項３】
　上記開封片（２０）には、開閉フラップの湾曲凹状の下端部（３０ａ）の底付近を横方
向に延在する折罫（２４）が形成されており、当該折罫（２４）から開封片の下端部（２
３ａ）までの距離は、
　折罫（２４）において開封片（２０）を直角に折り曲げた時に、開封片（２０）の下端
部（２０ａ）が内容物（５０）を後壁（１２）に圧接することのない長さに制限されてい
ることを特徴とする、請求項２記載の包装用箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、菓子等を収容して販売される包装用箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の包装用箱として、従来、箱の上端近傍に開封用ジッパを設け、開封時にはこの
ジッパを破り捨てるものが知られていた。しかしながら、破り捨てられるジッパがゴミと
なることや、一旦開封した箱のリクローズ性（再封止性）が良くないという問題がある。
【０００３】
　一方、特許文献１には、対向する前壁と後壁を含み、後壁の上端縁に連設された開閉フ
ラップが前壁を上端側から部分的に覆うように延在してなるカバンタイプの包装用箱が開
示されている。このようなカバンタイプの包装用箱では、ゴミとして捨てられるジッパも
なく、リクローズ性も良好であるが、次のような問題が残る。
【０００４】
　この箱は、消費者が「摘み片（開閉フラップ）」を摘み上げた際に、当該「摘み片」の
裏側に接着された「開口片」が「摘み片」と一緒に破断され、これにより内容物の取出開
口が現れる構成となっている。消費者が摘むのは「摘み片」だけであり、摘み上げ動作に
伴って、「摘み片」に接着された「開口片」が付随的に破り取られるのである。
　このような構成においては、「摘み片」と「開口片」の接着強度が十分でない場合に、
消費者が「摘み片」を摘み上げても「開口片」がこれに追従せず、結局、開封されない（
開口部が現れない）ということが起こりうる。
【０００５】
【特許文献１】特開平９-４８４２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　上記従来の事情に鑑み、本発明の目的は、上記カバンタイプの包装用箱において、開封
動作に伴って確実に開口部が形成される構成を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の包装用箱は、対向する前壁と後壁を含み、後壁の上端縁に連設された開閉フラ
ップが前壁を上端側から部分的に覆うように延在してなる。
　前壁は、その上端近傍領域において、破断線で区画された破取可能な開封片を備えると
ともに、開閉フラップは、その内面において開封片に接着されている。
　開封片を区画する破断線の下端部は、前壁を覆う開閉フラップの下端部よりも下方位置
にまで延在して、「破断線の下端部」と「開閉フラップの下端部」で囲まれた押破り領域
が外部から視認可能に前壁上に露出している。
　この包装用箱は、押破り領域を指で押し破るとともに、開封片および開閉フラップを一
体に摘んで開封する。
【発明の効果】
【０００８】
　上記構成を有する本発明の包装用箱においては、開封の際に消費者が押し破る「押破り
領域」は、「破断線の下端部」と「開閉フラップの下端部」で囲まれた状態で外部から視
認可能に前壁上に露出している。
　したがって、特別な開封動作説明が箱体上に表示されていなかったとしても、包装用箱
の前壁を見ただけで消費者は、「そこに親指を押し込んで開封すればよい」ということを
自ずと悟る（いわゆるアホーダンス特性）。
　しかも、「押破り領域」に押し込んだ親指は、人差し指と共に、必ず「開封片」および
「開閉フラップ」を一体に摘むこととなるので、開封動作を行ったときに、内容物の取出
用開口が間違いなく形成されることとなる。
【０００９】
　また、開封片を区画する破断線は、開封動作後の開口面積を規定することとなるが、本
発明では、当該破断線が開閉フラップの下端部よりも下方位置にまで延在するので、その
結果、開口面積も必然的に大きくなり、内容物を取り出し易くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の一実施形態に係る包装用箱１０を、添付の図面を参照して以下に詳細に説明す
る。図１（ａ）は組立前の包装用箱１０を、図１（ｂ）は組立後を示す斜視図である。
【００１１】
≪包装用箱１０の全体構成≫
　包装用箱１０は、代表的には１枚のブランクから組み立てることができる。図示の例で
は、最終的に、開閉フラップ３０が、その内面において、開封片２０に（あるいは、その
周辺の前壁１１にも）接着されて、対向する前壁１１と後壁１２を含む略六面体形状の箱
体を構成する（図１ｂ）。
【００１２】
　後壁１２の上端縁には、折罫“Ａ”を介して、開閉フラップ３０が連設されている。開
閉フラップ３０は、箱体の天面を構成する天面部分３１と、前壁１１に沿って延在する前
方部分３２とで構成され、両者３１、３２が折罫“Ｂ”を介して連設されている。
　包装用箱を組み立てた状態（図１ｂ）においては、開閉フラップ３０が、前壁１１を上
端側から部分的に覆うように延在する。
【００１３】
　前壁１１は、その上端近傍領域に開封片２０を有する。開封片２０は、破断線２３で区
画されていて、詳しくは後述するように、前壁１１から破り取ることができる。図示の例
では、開封片２０は、箱体の前面に位置する破取り部分２１と、組立後において開閉フラ
ップ３０の天面部分３１の内側に位置する上方フラップ２２とで構成され、両者２１、２
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２が折罫“Ｃ”を介して連設されている。
【００１４】
≪押破り領域２５≫
　図１（ｂ）において、包装用箱１０の前壁１１の中央部やや上方寄りの位置に、押破り
領域２５が視認できる。押破り領域２５は、包装用箱１０を開封する際に消費者が、指で
これを押し破る領域である。
　図１（ｂ）において、「開封片２０を区画する破断線の下端部２３ａ」は、「前壁１１
を部分的に覆う開閉フラップの下端部３０ａ」よりも下方位置にまで延在している。その
結果、「破断線の下端部２３ａ」と「開閉フラップの下端部３０ａ」で囲まれた押破り領
域２５が形成され、これが外部から視認可能に前壁１１上に露出する。
　図２は、開封動作の一例を示す斜視図である。消費者は、押破り領域２５を親指で押し
破るとともに（図２ａ）、この親指と人差し指で、開封片２０および開閉フラップ３０を
一体に摘んで、上方へ破り開けることで、包装用箱１０を開封することができる（図２ｂ
）。
【００１５】
　以上の構成では、消費者が開封動作を行うと、開閉フラップ３０だけでなく、その下方
に位置する開封片２０も一緒に摘まれ、両者が一体に破り開けられるので、確実に開口部
を設けることができる。
　すなわち、特許文献１に示した従来例においては、開閉フラップ３０だけを摘んで破り
開ける構成であるため、接着強度が不十分であったり、接着位置が不適正な場合に、開封
片２０が前壁１１に残ってしまう（開口が形成されない）とか、適正な開口が形成されな
い等の不都合があったが、本発明では、そのような不都合は起こり得ない。
【００１６】
　また、図１（ｂ）によく示されている通り、押破り領域２５は、「破断線の下端部２３
ａ」と「開閉フラップの下端部３０ａ」で囲まれた状態で、前壁１１上に露出しているの
で、特別な開封動作説明が箱体上に表示されていなかったとしても、前壁１１を見ただけ
で消費者は、「そこに親指を押し込んで開封すればよい」ということを自ずと悟る（いわ
ゆるアホーダンス特性）。
【００１７】
　さらには、「破断線の下端部２３ａ」が「開閉フラップの下端部３０ａ」を超えて下方
へ延在しているため、必然的に、開封後における開口面積が大きくなる。すなわち、開封
片２０を区画する破断線２３は、開封動作後の開口面積を規定することとなるが、当該破
断線２３が開閉フラップの下端部３０ａよりも下方位置にまで延在するので、その分だけ
開口面積も大きくなり、内容物を取り出し易くなるというメリットが生まれる。
【００１８】
≪親指に痛みを与えない押破り領域の形状≫
　押破り領域２５の具体的な輪郭形状は、図示の例に限定されない。ただし、図示の例で
は、押し破る際に消費者の親指に優しい形状を採用している。
　すなわち、開閉フラップ３０が前壁１１を覆った状態において、当該フラップの下端部
３０ａが上方へ向かって凹む湾曲凹状としている（図１ｂ）。親指の腹に沿う湾曲形状を
採用することで、押し破り動作を行う親指に痛み等を与えることがない。
【００１９】
≪内容物を保護するための構成≫
　開封片２０には、破取り部分２１の先端近傍位置（図１ａ中、下方端部側）に折罫２４
が形成されている。図１（ｂ）に示したように、折罫２４は、開閉フラップ３０の湾曲凹
状の下端部３０ａの底付近を横方向に延在している。
　破り開ける際、開封片２０は、折罫２４において、先端がほぼ直角に折れ曲がって、前
壁１１の内面から箱内部に向かって突出する（図３ｂ）。図３では、この折れ曲がった先
端部を“Ｔ”で表し、その高さも“Ｔ”とする。この高さ“Ｔ”は、折罫２４から開封片
の下端部２３ａまでの距離に等しい。
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　本発明では、このように直角に突出する先端部“Ｔ”が内容物５０を後壁１２に圧接す
ることのないサイズに制限しておく。例えば、図３（ｂ）に示した例では、内容物５０は
、細長い棒状のスティック菓子を収容した袋体を示している。先端部“Ｔ”があまりに高
いと、これによって、スティック菓子が後壁１２に押し付けられて、スティック菓子が破
壊されることもある。
【００２１】
　本発明では、高さ“Ｔ”の寸法を制限することで、これを防止している。高さ“Ｔ”の
具体的な値は、箱体の寸法や、内容物の種類、量等に応じて、個別に設定する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る包装用箱の組立図。
【図２】図１の包装用箱の開封動作を説明する図。
【図３】図１の包装用箱において、内容物が破壊されるのを防止する構造を説明する図。
【符号の説明】
【００２３】
１０　包装用箱
１１　前壁
１２　後壁
２０　開封片
２１　破取り部分
２２　上方フラップ
２３　破断線
２３ａ　破断線の下端部
２４　折罫
２５　押破り領域
３０　開閉フラップ
３０ａ　開閉フラップの下端部
３１　天面部分（開閉フラップ）
３２　前方部分（開閉フラップ）
５０　内容物
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